
マイナポイントによる消費活性化策について 

１ マイナポイントについて 

マイナンバーカードの普及、消費の活性化、キャッシュレス決済の拡大を目的

とした、マイナンバーカードを活用したポイント制度。 

IC カードやQRコードアプリと紐づけ、事前に一定金額を前払い等すると、そ

の金額に応じて、キャッシュレス決済サービスのプレミアム分のポイント（マイ

ナポイント）が付与される仕組み。 

２ 制度概要 

（１）対象者 

マイナンバーカードを取得し、かつマイキーＩＤを設定（マイナポイント

を予約）した者（4,000万人分） 

（２）プレミアム率 

２５％ 

（３）利用上限 

5,000ポイント（20,000円分の前払い等） 

（４）事業実施期間 

令和２年９月１日から令和３年３月３１日 

  （５）国予算 

     ２，４７８億円 

３ マイナポイント取得方法 

  （１）マイナポイントの予約 

     スマートフォン用の専用アプリ、またはパソコン用の専用サイトから、マ

イキーＩＤを設定 

  （２）マイナポイントの申込み 

     予約完了後、利用するキャッシュレス決済サービスを選択 

  （３）マイナポイントの取得（９月～） 

キャッシュレス決済サービスへのチャージ等により、マイナポイント取得 

４ 区としての対応 

（１）マイナポイント申込等支援 

令和２年７月５日から第二庁舎３階のマイナンバーカード交付特設会場

および各地域センターで区民のマイナポイント申込支援を実施している。 

（２）区民への周知 

広報しながわ（７月２1日号）、産業ニュース（７月号）に掲載したほか、

区ホームページへの掲載、窓口へのチラシ設置により区民周知を図ってい

る。 
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